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Ⅰ．雇用の受け皿整備 

 

～ 新市場・新産業の育成による雇用創出 ～ 

 

１． 新市場の創出 

 

  医療福祉、環境などの分野は、我が国の新しい市場創出の鍵を握る。

競争的・効率的な医療福祉システムや、環境共生型の経済社会の構築

などに取り組み、これらの分野の市場を拡大するとともに、質の高い

サービスの提供等、国民のニーズに応える。 

 

①保育分野：待機児童ゼロ作戦等の推進（Ⅱ６．に後掲） 

○保育所を中心に、平成１４年度中に５万人、さらに平成１６年度ま

でに１０万人、計１５万人の児童の受入れ増を行うことができるよ

う、ＰＦＩの活用等による公設民営の推進等により、これに必要な

施設整備を早急に進める。（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

 ○駅前保育の推進、空き教室・店舗を活用した保育サービスの提供、

認可外保育施設の認可化の促進、幼稚園における預かり保育の推進

などを行う。（１４年度要求） 

○延長保育・休日保育などを積極的に推進する。（１４年度要求） 

○分園の設置促進、保育所に係る会計処理の柔軟化、設置基準の見直

しの検討及びこれまでの緩和措置の周知徹底を平成１３年度中に行

うことにより、株式会社等民間による保育サービスの提供を促進す

る。また、保育士等の柔軟な活用を図る。 

○大都市周辺部を中心に放課後児童の受入れ体制を平成１６年度まで

に全体として１万５千カ所とする（平成１４年度に放課後児童クラ

ブを８００カ所増）ことができるよう、これに必要な放課後児童ク

ラブの早急な施設整備等を行う。（補正予算要求検討中・１４年度

要求） 

 

②介護分野：介護サービスの供給体制の充実 

○株式会社によるケアハウス等の経営を解禁し、ＰＦＩを活用した公

設民営型による整備を促進する。（１３年度に制度見直し。１４年

度要求） 
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③医療分野：医療システム改革と医療市場の創出 

○カルテの電子化等医療のＩＴ化を推進する。（１４年度要求） 

○レセプトの電子的手法による提出を促進するため、平成１３年度か

ら逐次その条件整備を行う。（１３年度から逐次実施） 

○保険者によるレセプトの直接審査とその民間委託の実施について、

平成１３年度中に検討し結論を得る。（１３年度中に結論） 

○平成１４年度から、保険診療と自由診療の併用を拡大し、医療につ

いての患者の選択の幅を広げる。（１４年度から実施） 

○医療機関の経営形態のあり方の見直しについて、平成１３年度から

検討を開始する。（１３年度に検討開始） 

 

④環境分野：循環型社会の形成、省エネ・新エネ関連産業の拡大 

○廃棄物の定義等の見直しの検討（１４年度中にとりまとめ）、自動

車リサイクル法の制定（次期通常国会に法案提出予定）等、循環型

社会の構築に向けたルールを早急に整備することにより、新産業の

創出及び関連サービスの拡大を図る。 

○燃料電池の開発や、トップランナー規制対象機器の拡大等により、

新エネ・省エネ市場の創出・サービスの拡充を図る｡(１４年度要求) 

 

２． 開業創業倍増プログラム 

 

開業・創業を 5 年で倍増し(現在 18 万社/年)､市場創造の源となるよ

う、資金面、人材面等の環境整備を進めるとともに、中小企業の経

営革新を強力に支援する。また、地域再生産業集積(産業ｸﾗｽﾀｰ)計画

を推進し、世界に通用する新事業が展開される産業集積を形成する。 

 

①開業創業、経営革新促進のための環境整備 

○ストックオプション制度について、商法上の対象者の拡大や決議事

項の簡素化等を行う。（臨時国会に商法改正法案を提出予定） 

また、企業の円滑な人材確保等の観点を勘案しつつ、商法上のス

トックオプション制度の見直しを踏まえたディスクロージャー関連

規定の整理について検討を進める。（１３年度中） 

○創業・経営革新に係る資金調達面・ヒトづくり面での支援を推進・

充実する。（Ⅲ６．に後掲） 

○創業や中小企業の経営革新のための地域技術の事業化支援、ＩＴを

活用した経営革新支援の拡充を行う。（１４年度要求） 
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○中小企業の私募債による資金調達支援を推進する。（１３年度中に

対応） 

○国等による所定の研究開発予算について、中小企業者への支出の目

標額を決定し、併せてその事業化を支援する制度（ＳＢＩＲ）の拡

充を行う。（１４年度要求） 

 

②地域再生産業集積（産業クラスター）計画の推進 

○「地域再生産業集積（産業クラスター）計画」として、産学官の広

域的な人的ネットワークを形成するとともに、産学官連携による実

用化技術開発等の施策を効果的に投入することにより、地域経済を

支え、世界に通用する新事業が次々と展開される産業集積を形成す

る。（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

 

３． 技術革新による新事業の創出（イノベーションの促進） 

 

世界最高水準の大学づくりに向けて大学に競争原理を導入し、その

基盤を強化する。また、基礎研究力を保有する大学とベンチャー企

業群との近接性を高めることにより、大学発ベンチャーの創出を加

速する（３年で１，０００社）とともに、地域の特性を活かしつつ、

地域科学技術振興を推進する。 

 

 

○大学発ベンチャーの育成や創業人材の育成等を行うとともに、新産

業創出に向けた産学官の実用化共同研究支援等に取り組む。（１４

年度要求） 

○大学の学科の新設・改廃等の認可制の見直しについて、平成１３年

度中に結論を得て、平成１４年度から実施する。（１３年度中に結

論、１４年度から実施）また、学部の新設・改廃等の認可制の弾力

化についても、平成１３年度中に検討する。（１３年度中に検討） 

 ○大学発ベンチャーの国立大学施設使用や、国立大学教官の非役員兼

業に関して、その基準の明確化を含めた規制緩和について平成１３

年度中に結論を得る。（１３年度中に結論）また、国有特許に関す

る発明補償金の上限の撤廃について、平成１３年度中に結論を得た

上で、平成１４年度から実施する。（１３年度中に結論、１４年度

から実施） 

○世界最高水準の大学づくりのため、国公私「トップ３０」の大学へ

の重点投資を行う。（１４年度要求） 
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○特許法、商標法及び弁理士法の改正を行う。（次期通常国会に改正

法案を提出予定） 

 

４． 産業競争力の強化 

 

我が国の中長期的な発展の礎となる産業競争力の強化のため、ﾗｲﾌｻ

ｲｴﾝｽ等４分野への研究開発投資の重点化や民間研究開発を支援する。

また、企業経営の機動性を高めるとともに、企業活動の円滑化及び

商業の活性化のための制度を整備し、ﾁｬﾚﾝｼﾞする企業を支援する。 

 

○ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料の４

分野に重点的に投資を行う。（１４年度要求） 

○研究の選択の幅と自由度を拡大し、競争的な研究開発を促進するた

め、研究開発に係る競争的資金を拡充する。（１４年度要求） 

○連結納税制度の導入に向けた検討を進める。 

○会社の機関・株式・開示等に関する商法の抜本的見直しを行う。

（次期通常国会に商法改正案を提出予定） 

○迅速かつ円滑な事業再建のため、会社更生法の改正を行う。（１４

年中に対応） 

○主要な国際港湾等において、２４時間フルオープン化等を進める。

（逐次実施） 

○中心市街地の商業の活性化を図る。（１４年度要求） 

 

 また、ＩＴ、物流、都市等の成長分野においても、規制改革の着実な

推進等により、新たな市場と雇用の創出を図る。 
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Ⅱ．雇用のミスマッチ解消 

 

～ 官民の連携強化、能力開発、就業環境の整備 ～ 

 

１．ミスマッチ解消のための連携の強化  

 

  雇用のミスマッチを解消させるため、官民連携した求人情報の提供、

職業紹介と職業訓練の連携による早期再就職の促進等に努める。 

 

  

○インターネットを通じて官民の求人情報を一覧検索できる「しごと

情報ネット」の運用を本年８月８日から開始したところであり、約

２，８００の民間職業紹介機関等及びハローワークからの情報を提

供しているが、今後、民間の加入促進をはじめ、ハローワーク・イ

ンターネットサービスの全国化、アクセス手段の多様化などにより、

そのサービスの拡充に努める。（補正予算要求検討中・１４年度要

求） 

○民間職業紹介事業所との連携による再就職の促進を図るとともに、

ハローワークにおける情報提供・相談機能の強化、サービス提供時

間の延長を推進する。（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

 ○職業安定機関における訓練コース情報のリアルタイム提供等求職か

ら相談、訓練受講、職業紹介、就職に至るまでの一貫した支援シス

テムの構築を図る。（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

 ○本年８月２８日に策定した「地域産業・雇用対策プログラム」につ

いて、都道府県労働局と経済産業局が連携して、逐次実施する。

（逐次実施）（Ⅲ１．に後掲） 

 

２．個人の主体的な能力開発を推進するシステムの整備 

 

  求人・求職者間における能力のミスマッチを解消するため、企業主

導の能力開発に加え、個人が主体的に能力開発を行うことにより、柔

軟で質の高い技術と能力を有する労働者を育成する。 

 

  

 

 

雇用のミスマッチを解消させるため、官民連携した求人情報の提

供、職業紹介と職業訓練の連携による早期再就職の促進等に努める。 

求人・求職者間における能力のミスマッチを解消するため、企業

主導の能力開発に加え、個人が主体的に能力開発を行うことによ

り、柔軟で質の高い技術と能力を有する労働者を育成する。 
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○「キャリア形成支援コーナー」（各都道府県）やハローワーク等に、

キャリア・カウンセラーを配置するとともに、中高年ホワイトカ

ラー離職者を主な対象として今後５年間で５万人程度のキャリア・

カウンセラーの養成を目指すなど、官民を含めたキャリア相談機能

の強化並びに新規雇用の創出を推進する。（補正予算要求検討中） 

 ○大学、大学院等における高度な社会人向け教育訓練コースの指定拡

大を図るなど、教育訓練給付の重点的・機動的な講座指定により、

その効果的な活用の促進を図る。（９月末までに実施） 

 

３．民間活力を活かした多様な能力開発機会の確保・創出 

 

  職業訓練校等の公共職業訓練とともに、民間教育訓練機関を十分に

活用して委託訓練を進め、多様な能力開発機会を確保・創出する。 

 

  

 

○民間教育訓練機関や大学・大学院、事業主、ＮＰＯを始め、あらゆ

る教育訓練資源の最大限の活用等を通じて、中高年ホワイトカラー

離職者等に対し、雇用に結びつく効果的な職業能力開発を推進する。

（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

 ○離職者について、ＩＴ化に対応した能力開発の拡充を図る。（補正

予算要求検討中・１４年度要求） 

○公共職業能力開発施設の機動的運営の強化を図る。（夜間・土日・

随時開講の推進等）（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

○起業や新分野展開を支援するための人材養成及び人材に関する相談

援助を実施する。（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

○インターンシップの一層の活用を図るとともに、学卒未就職者等の

若年者の試行就業支援を通じた実践的な能力付与を図る。（補正予

算要求検討中・１４年度要求） 

 

４．大学・大学院等を活用した高度な人材の育成  
 

  大学・大学院等を活用し、高度な人材を育成する。 

 

 

 

 

職業訓練校等の公共職業訓練とともに、民間教育訓練機関を十分に

活用して委託訓練を進める等、多様な能力開発機会を確保・創出す

る。 

 大学・大学院等を活用し、高度な人材を育成する。 
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○ビジネススクール等の実践的な専門大学院の整備の推進、大学・大

学院、専修学校等における社会人キャリアアップ教育の抜本的拡充

等により、今後５年間で、社会人キャリアアップ１００万人計画を

推進する。（１４年度要求） 

○雇用状況の悪化等を勘案し、教育を受ける意欲と能力がある者に対

する奨学金の拡充を図る。（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

○大学の教員、施設、最先端の研究成果等を活用し、我が国の将来有

為の科学技術人材を育成するため、「科学技術・理科大好きプラ

ン」を推進する。（１４年度要求） 

 

５．中高年齢者等の就業促進 

 

  求人・求職者間の年齢による雇用のミスマッチの解消等を通じて、

中高年齢者のっとう就業を促進する。 

 

○改正雇用対策法に基づく募集・採用における年齢制限の緩和の努力

義務規定が本年１０月１日から施行されることを踏まえ、公的機関

や主要企業に対して要請を実施するほか、官民の職業紹介機関、マ

スコミ等をフル活用して、広範な周知活動を展開する。（１０月１

日施行・補正予算要求検討中・１４年度要求） 

○高年齢者が共同して事業を創設し、継続的な雇用の創出を行うこと

を支援する。（１４年度要求） 

○職場適応援助者（ジョブコーチ）による人的支援を通して障害者の

雇用促進を図る。（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

 

６．女性が働き続けられる経済社会基盤の構築 

 

   子育て支援機能の強化など、女性が安心して、子供を産み育てるこ

とができるような社会的環境を整備する。 

 

 

○地域の子育て支援機能を強化するため、子育て中の労働者や主婦等

を会員として、地域における育児の相互援助活動を行うファミ

リー・サポート・センターの設置を促進する。（１４年度要求） 

○待機児童ゼロ作戦等の推進（Ⅰ１．①の再掲） 

 求人・求職者間の年齢による雇用のミスマッチの解消等を通じ

て、中高年齢者等の就業を促進する。 

子育て支援機能の強化など、女性が安心して、子供を産み育てる

ことができるような社会環境を整備する。 
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７．就業形態の多様化に対応した環境整備 

 

  労働者の多様な働き方を可能とする労働環境を整備する。 

  

 

○有期雇用契約及び裁量労働制については、契約期間の上限が３年と

されている特例の対象となる専門職等の範囲の拡大のための告示改

正を年度内に行うとともに、制度全体の見直しのための検討を早急

に進める（９月１９日から関係審議会で調査検討を開始）。 

 

８．労働者派遣制度の見直し 

 

  厳しい雇用失業情勢に対応するとともに、労働市場の基盤整備の一

環として、労働者派遣制度の見直しを行い、労働力需給調整機能の強

化を図る。 

 

  

○再就職が厳しい状況にある中高年齢者について、臨時国会に提出す

る緊急雇用対策法案（仮称）により、派遣期間の１年制限を３年に

延長する臨時特別の措置を創設する。（臨時国会に法案提出予定） 

○紹介予定派遣制度については派遣元、派遣先及び派遣労働者の合意

により派遣期間を短縮する等、派遣労働者が早期に派遣先に直接雇

用されやすくなるような運用の見直しを行う。（直ちに見直しを実

施）。 

○派遣期間３年が認められる業務範囲（２６業務）の見直しについて

は、１３年度中に結論を得る。（１３年度中に結論） 

○労働者派遣制度全体のあり方等の見直しについても、去る８月３１

日から関係審議会での見直し検討を開始したところであり、派遣期

間の延長、「物の製造」業務への派遣禁止の撤廃、紹介予定派遣の

見直しなどについて、調査検討の結果を踏まえ、結論を得る。（８

月３１日から検討開始） 

 労働者の多様な働き方を可能とする労働環境を整備する。 

 厳しい雇用失業情勢に対応するとともに、労働市場の基盤整備の

一環として、労働者派遣制度の見直しを行い、労働力需給調整機能

の強化を図る。 
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９．職業紹介制度の見直し 

 

  労働市場の基盤整備の一環として、職業紹介制度の見直しを行い、

新たな雇用が創出される分野への円滑な労働移動を促進する。 

  

 

○無料職業紹介事業に係る許可制の届出制への移行、職業紹介責任者

に係る要件緩和など、職業紹介事業制度全体のあり方等について、

８月３１日から関係審議会での見直し検討を開始したところであり、

調査検討の結果を踏まえ、結論を得る。（８月３１日から検討開

始） 

○求職者から手数料を徴収できる範囲の拡大及び求人企業からの手数

料の上限規制の見直しについては、平成１３年度中に結論を得る。

（１３年度中に結論） 

 労働市場の基盤整備の一環として、職業紹介制度の見直しを行

い、新たな雇用が創出される分野への円滑な労働移動を促進する。 
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Ⅲ．セーフティネット整備 

 

 

１．地域のニーズを踏まえた雇用創出 

 

   地域の実情に応じた雇用創出を推進していくため、改正雇用対策法

の施行にあわせ見直しをする助成金制度の効果的な運用に努めるとと

もに、今年度までの事業である「緊急地域雇用特別交付金」の見直し

を行う。 

 

 

○現行の「緊急地域雇用特別交付金」を真に雇用創出効果の高い事業

に重点化し、新たな緊急地域雇用特別交付金を創設することにより、

学校への教員補助者や警察支援要員、環境保全のための森林作業員

等公的部門（民間企業やＮＰＯの活用も含む。）における緊急かつ

臨時的な雇用（新公共サービス雇用）の創出を推進する。（補正予

算要求検討中） 

 ○都道府県が雇用機会の増大等を図るべく設定した地域において、求

職者の雇い入れ、能力開発に取り組む事業主に対し、それらを支援

するための助成措置を実施し、地域の実情に応じた雇用開発を促進

する。（１０月１日施行） 

 ○地域の実情に応じた雇用創出や、サービス分野等における雇用創出

を図るため、事業主団体等を活用した就職支援活動や、関係業界及

び関係機関と連携した人材育成の取組等を推進する。（１０月１日

施行・１４年度要求） 

 ○本年８月２８日に策定した「地域産業・雇用対策プログラム」につ

いて、都道府県労働局と経済産業局が連携して、逐次実施する。

（Ⅱ１．の再掲） 

 

 

２．就職支援特別対策パッケージの実施  

 

  当面かつ最大の課題である不良債権処理等の推進に伴って生ずる雇

用への影響を最小限に抑え、雇用の安定を図っていくため、各種助成

金の積極的活用を行うなど、就職支援特別対策パッケージを早急に発

動する。 

 

地域の実情に応じた雇用創出を推進していくため、改正雇用対策法

の施行にあわせ見直しをする助成金制度の効果的な運用に努めるとと

もに、今年度までの事業である「緊急地域雇用特別交付金」の見直し

を行う。 

 当面かつ最大の課題である不良債権処理等の推進に伴って生ずる雇

用への影響を最小限に抑え、雇用の安定を図っていくため、各種助成

金の積極的活用を行うなど、就職支援特別対策パッケージを早急に発

動する。 
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 ○各種雇入れ助成における公共職業安定所紹介要件を緩和し、助成対

象を民間の職業紹介機関による紹介にも拡大する。（１０月１日施

行） 

○新特定求職者雇用開発助成金の機動的な運用を図り、全国的に雇用

失業情勢が悪化した場合に再就職援助計画の対象者を雇い入れる事

業主を支援する。（１０月１日施行） 

 ○中小企業・ベンチャー企業等に対し、地方公共団体との連携の下に、

創業を支援するための利用しやすい助成措置を講じ、地域の実情に

応じた雇用機会の創出を図る。（１０月１日施行） 

○景気の変動等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされた個別の事業

主について、業種にかかわりなく休業等を支援するための助成措置

を発動し、雇用の維持を図る。（１０月１日施行） 

 ○建設業界内において、同業他社から技術者等を雇い入れる事業主に

対して助成を行うことにより、労働移動を支援する。（補正予算要

求検討中・１４年度要求） 

○中高年齢者を受け入れる子会社等に対して助成を行うとともに、高

年齢者を一定割合以上雇用する事業所を新たに設置する事業主に対

して助成を行うことにより、グループ内での労働移動等を支援する。

（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

○大量の失業発生の激変緩和や失業なき労働移動を図るため、退職予

定者の退職前における長期休業制度を設けた事業主に対して助成を

行う。（補正予算要求検討中） 

 

３．失業なき労働移動の強化 

 

  離職を余儀なくされる労働者が円滑に再就職することができるよう

にするため、各種助成金の積極的な活用を図るとともに、民間と連携

した失業なき労働移動のための取組を強化する。 

 

 

○再就職援助計画の対象者について、民間の就職支援会社を活用して

再就職支援の取組みを行う事業主に対し助成を行うなど、再就職援

助計画制度の一層の活用を図る。（補正予算要求検討中） 

 ○官民連携の出向・移籍の支援機関である産業雇用安定センターの体

制を強化し、建設・流通・不動産業等の業界と連携した、人材の受

入・送出情報の収集・提供機能を充実させる。（補正予算要求検討

中・１４年度要求） 

 離職を余儀なくされる労働者が円滑に再就職することができるよう

にするため、各種助成金の積極的な活用を図るとともに、民間と連携

した失業なき労働移動のための取組みを強化する。 
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 ○大量に離職者が発生する企業における臨時の相談支援コーナー（ア

シスト・ハローワーク）の機動的な設置を図る。（補正予算要求検

討中・１４年度要求） 

 ○緊急雇用創出特別奨励金、新規・成長分野雇用創出特別奨励金につ

いて、９月末までに、民営職業紹介所が紹介した場合も支給対象と

するなどの要件の見直し等を実施し、その効果的な活用を図る。

（９月末までに要件の見直し等を実施・補正予算要求検討中） 

 

４．失業者の生活の安定と就業の促進 

 

  失業者の生活の安定と就業の促進を図るため、失業者に対する各種

の支援措置を実施する。 

   

  

○能力開発を通じて再就職の促進を図るという観点から、より効果的

かつ長期の訓練を実施できるよう、訓練延長給付制度を拡充する。

（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

 ○雇用保険制度の枠外にある自営業者及びパート労働者の失業や、雇

用保険の求職者給付期間切れにより生計の維持が困難となった失業

者の世帯に対するセーフティネットとして、一定の条件のもとに新

たに生活資金を貸し付ける制度（離職者支援資金）を創設する。

（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

 ○未払賃金立替払制度における立替払対象額の上限額を引き上げ、制

度の充実を図る。（補正予算要求検討中・１４年度要求） 

 ○保育所の費用徴収基準について、失業により費用負担が困難となっ

た場合、階層区分の変更を行うことができること、また、失業に伴

い求職活動中の者の児童については、保育所の受入れ対象となるこ

とに関し、通知を発出し、周知徹底する。（逐次実施） 

○「民事法律扶助法」に基づき、倒産等によって破産状態に陥った自

営業者、勤労者などに対する法的救済を支援する。（補正予算要求

検討中・１４年度要求） 

 失業者の生活の安定と就業の促進を図るため、失業者に対する各種

の支援措置を実施する。 
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５．「緊急雇用対策法案（仮称）」の制定 

 

  現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、失業者の生活の安定と再就

職の促進に必要な措置を緊急に講ずるため、訓練延長給付制度の拡

充、経営革新を行う中小企業に対する雇入れ助成及び労働者派遣に

関する臨時特別措置の創設（中高年齢者について派遣期間の１年制

限を３年に延長）などを内容とする「緊急雇用対策法案（仮称）」

を臨時国会に提出する。（臨時国会に法案提出予定） 

 

６．中小企業に対するセーフティネットの充実 

 

  造改革の影響によ、中小企業の倒産が増えるおそれがあるが、我が

発展基盤となるようなやる気と潜在力のある中小企業が、連鎖的な破

綻になることを回避する必要がある。そのため、中小企業に対する

セーフティネットを強化する。 

 

 

○売掛金債権を担保にした融資についての新たな信用保証制度を創設

する。（臨時国会に中小企業信用保険法改正案を提出予定。補正予

算要求検討中・１４年度要求） 

○創業や中小企業の経営革新を円滑化するため、資金調達の支援や、

必要な専門知識の取得に係るヒトづくり支援を推進・充実する。

（臨時国会に関連法案を提出予定。補正予算要求検討中・１４年度

要求）（Ⅰ２．の再掲） 

○信用保証協会によるセーフティネット保証制度及び政府系金融機関

によるセーフティネット貸付制度を充実する。（補正予算要求検討

中・１４年度要求） 

○民事再生手続き等の再建型倒産手続を行っている企業を対象とした

ＤＩＰファイナンスを推進する。（補正予算要求検討中・１４年度

要求） 

 

構造改革の進展と合わせ、潜在力を持ちやる気のある中小企業等の

創業・経営革新を支援するとともに、そのような中小企業等が連鎖的

に破綻することを回避し、経営再生を支援するため、新たな中小企業

向けの金融上の措置を含め、セーフティネットの一層の充実を図る。 


